
建築基準法第５１条の規定による汚泥等の焼却施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

【付近見取図（用途地域図） 】
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【用途現況図】
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２．運搬計画
（１）搬入出量
■搬入 廃棄物 47.4t/日
■搬出 燃えがら 3.5t/日

飛灰 1.0t/日
計 4.5t/日

（２）搬入出の起点及び終点
■搬入物の起点
北九州市及び近隣県の排出事業者

■搬入終点
申請地

■搬出起点
申請地

■搬出終点
燃えがら 飛灰
ひびき灘開発㈱（管理型埋立処分場）
若松区浜町一丁目１８番地１

（３）搬入出台数
■搬入 ５０台/日
■搬出 １台/日
合計 ５１台/日

建築基準法第５１条の規定による汚泥等の焼却施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

【運搬計画図】

１．計画概要
廃棄物は北九州市及び近隣県の排出事業者から収集運搬業許可を受けた業者により申請地へ搬入、焼却後の残さ（燃えがら及び飛灰）については、最終処理場である

ひびき灘開発㈱へ搬出する。
主な搬入出経路は、（都市）高速道路、国道、主要地方道を通り、市街地を極力避けた経路となっている。
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凡例 ：搬入経路

：搬出経路

搬出先：ひびき灘開発㈱

申請地

搬入元：福岡県及び隣県一円

搬入元：福岡県近隣及び小倉方面

搬入元：山口県及び
門司方面病院等
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凡例

計画建築物
対象となる焼却炉
プラント
緑地
生活排水
雨水（敷地内）
雨水（建築物）
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【配置図】
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【搬入出図】
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凡例

敷地境界線
対象となる焼却炉
プラント
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【処理フロー図】
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